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速報 令和5年度（2023年度）税制改正解説

法人課税 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の創設

1 ．改正の概要
（1）改正の背景

（２）日本の税制改正

（３）各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の概要

法人税の引下げ競争に歯止めをかけるため、所在地国に関わらず最低15%以上の課税を確保するための仕組み（グローバル・
ミニマム課税）を導入することが2021年に日本を含む137か国の間で合意された。グローバル・ミニマム課税には「所得合算
ルール」、「軽課税所得ルール」、「国内ミニマム課税」の3つの制度があり、各国において法制化を進めている。

「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」は、軽課税国に所在する子会社の実効税率が15%となるまでの差額を親会社
の税額に追加する税制である。概要は以下のとおりである。

合意の実施のため、 2023（R5）年度改正において「所得合算ルール」 への対応として、「各対象会計年度の国際最低課税額
に対する法人税」が導入される。また、本税制の実施に必要な情報を税務当局に提供する情報申告制度が創設される。

日本親会社

軽課税国所在
子会社

所得：100
実効税率：10%

100%

日本税務当局

課税

・軽課税国（ 実効税率が
15%未満の国 ）に所在す
る子会社等の実効税率が
15%になるまでの差額を
日本親会社の税額に追加
する

・本事例では、5（=100 
×(15%－10%)）を親会
社の税額に追加する

・適用対象法人
直前4対象会計年度のうち、連結総収入金額が7.5億ユーロ（約1,100億円）以上の年度が2年度以
上ある多国籍企業グループ等（特定多国籍企業グループ等）に属する内国法人で、軽課税国に所在
する子会社等（政府関係機関等を除く。以下同様）の持分を直接又は間接に有する最終親会社等に
該当する法人（公共法人は除く） 。
・適用免除基準
次の要件をすべて満たす場合には、当該軽課税国に所在する全ての子会社等については、本税制に
よる親会社への追加税額を0とすることができる。
①当該軽課税国に所在する子会社等の全ての収入（当期、直前期、直前々期の3会計年度の平均額）

が1,000万ユーロ（約15億円）未満
②当該軽課税国に所在する子会社等の全ての利益又は損失（当期、直前期、直前々期の3会計年度

の平均額）が100万ユーロ（約1.5億円）未満
・申告・納付期限
各対象会計年度終了翌日から1年3ヶ月（一定の場合には、1年6ヶ月）。なお、本税制に係る追加税
額が無い場合には申告不要。

最終親会社等：最上位の親会社、対象会計年度：最終親会社等の連結財務諸表の会計年度、多国籍企業グループ等：最終親会社等の連結の範囲に含まれ
る会社等及び重要性の観点から連結の範囲から除外された会社等からなる企業集団で構成会社等の所在地国が2以上あるもの
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速報 令和5年度（2023年度）税制改正解説

法人課税 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の創設

1 ．改正の概要

（４）情報申告制度（「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の提供義務）の創設
○ 制度の概要

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等※1である内国法人は、「特定多国籍企業グループ等報告事項等」

を英語でe-Taxにより納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
※１ 構成会社等：特定多国籍企業グループ等に属する会社等（政府関係機関等を除く）で、これらの恒久的施設を含む

- 「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の内容

・特定多国籍企業グループ等の構成会社等の名称

・構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率

・その他必要な事項

- 提供期限

最終親会社等の連結財務諸表の会計年度終了翌日から1年3ヶ月（一定の場合には、1年6ヶ月）

- 提供義務の免除

最終親会社等の所在地国の税務当局が、日本の税務当局に対して上記「特定多国籍企業グループ等の報告事項等」

を提供できると認められるときは、提供義務が免除される（詳細な要件は今後の情報を確認する必要がある）。

ただし、提供義務が免除された内国法人は、その特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報（「最終親

会社等届出事項」）を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3ヶ月（一定の場合には、1年6ヶ月）以内にe-Taxに

より、納税地の所轄税務署長に提供しなければならない（どのような情報提供が必要かは今後の情報を確認する必要

がある）。
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法人課税 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の創設

2 ．適用時期

3 ．実務上の留意点

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税制及び情報申告制度ともに、 2024（令和6）年4月1日以降に開始する対象

会計年度から適用される。本税制の申告期限及び本情報申告制度の提供期限は、各対象会計年度終了翌日から1年3ヶ月（一定

の場合は1年6ヶ月）である。制度導入が円滑に進むよう経過措置が設けられることが想定される。

⚫ 法制化から適用開始までの期間が短いため、適用可能性がある企業は早めに準備すべきと考えられる。

⚫ 国別実効税率や追加課税額の詳細な算定方法については、今後の法令を確認する必要がある。

⚫ 本税制は、連結財務諸表作成に用いた会計数値を基に税額計算を行っていくため、会計処理（税効果会計の影響が大きいと考

えられる）の影響を受ける点に留意が必要である。また、逆に本税制の会計処理方法についても今後の情報を確認する必要が

ある（こちらも税効果会計の影響が大きいと考えられる）。

2024（R6）/3期

2023(R5)

4/1

2024(R6)

4/1

2025(R7)

4/1

2026(R8)

4/1

2026(R8)

6/30

2025（R7）/3期 2026（R8）/3期 2027（R9）/3期

適用開始会計年度

本制度の申告等：連結財務諸表等に

基づき申告書作成・納付
事前準備：制度内容、適用可能性、

情報収集方法などを検討

本制度の準備：適

用判定、情報収集

3月決算法人の適用開始時の対応スケジュールのイメージ（経過措置は考慮せず）

2025(R7)/3期分の本

制度の申告期限

会計年度終了翌日か

ら1年3ヶ月（一定の

場合は1年6ヶ月）

2025(R7)/3期分の

通常の法人税等の

申告・納付期限
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（1）グローバル・ミニマム課税の概要

参考：グローバル・ミニマム課税の概要

グローバル・ミニマム課税には「所得合算ルール」、「軽課税所得ルール」、「国内ミニマム課税」の3つの制度があり、各国

において法制化を進めている。

・2024年（令和6年）以降法制化予定
・海外親会社が軽課税国の所在している等の
理由でIIRが適用ができない場合に適用され
る補助的なルール

日本親会社

海外子会社
所得：100
実効税率：10%

100%

日本税務当局

課税

・軽課税国に所
在する子会社
等の実効税が
15%となるま
での差額を日
本親会社の税
額に追加

・本事例では5
を日本親会社
の税額に追加

日本子会社

海外親会社等

100%

日本税務当局

・海外親会社の税
負担が15%に至
るまで課税

・IIRと異なり、海
外親会社への使
用料等の費用を
否認することで
日本子会社に対
する課税を実施
する

海外親会社

日本子会社
所得：300
実効税率：12%

・日本子会社の実効
税率が15%にな
るまで日本子会社
の税額を追加

・本事例では、9を
日本子会社の税額
に追加

100%

所得合算ルール（IIR）
Income Inclusion Rule

軽課税所得ルール（UTPR）
Undertaxed Payments Rule

国内ミニマム課税（QDMTT）
Qualified Domestic Minimum top-up tax

・今年度改正で法制化
・2024年（令和6年）4月1日以後開始事業年
度から適用
・各国ごとに15%以上の課税を確保するため
の原則的なルール

・2024年（令和6年）以降法制化予定
・日本における実効税率を15%以上とすることで、
海外親会社所在地国でIIRやUTPRが適用される
ことを防止するためのルール

グローバル・ミニマム課税の全体像：
直前4対象会計年度のうち連結総収入金額が7.5億ユーロ（約1,100億円）以上である年度が2年度以上の多国籍企業グループ等に適用

課税

日本税務当局

課税
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